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地震保険制度の趣旨・目的

○「保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、

地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与すること」

地震保険制度の趣旨・目的

①頻度・規模にバラツキがある

②損害が時に巨大なものとなる

（地震保険に関する法律（以下、「法」）第１条）

地震リスクの特殊性

新潟地震（1964（昭和39）年）を契機に地震保険制度創設（1966（昭和41）年）

①民間の採算ベースを超える超長期で収支相償を図る

②民間の負担力の超えるところを国が再保険

（国の関与の意義）

①保険料を支払い、地震リスクに備える自助としての「保険」

地震保険が有する役割

②国の関与の下、運営されている社会的な「連帯」の仕組み

＝政府再保険

民間だけでは地震保険は提供できない

（火災保険の地震免責）
⇒
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地震保険制度の概要

対象危険： 地震・噴火又はこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害

(注)72時間以内に生じた２以上の地震等は、一括して１回の地震等とみなす

対象物件： 住宅及び家財

付保割合： 火災保険金額の30％～50％の範囲

保険金額限度額： 建物5,000万円、家財1,000万円

損害区分：

契約方法： 火災保険契約に原則自動付帯

総支払限度額： １回の地震等による支払保険金が総支払限度額を超える場合には、支払保険金の削減を行
うことができる。

加入制限： 大規模地震対策特別措置法に基づく「警戒宣言」が発せられたときは、地震保険契約を締結
することができない。
(注)同法に基づき「地震防災対策強化地域」として指定された地域に限る

保険料率： 収支の償う範囲内においてできる限り低いものでなければならない。
（ノーロス・ノープロフィットの原則）

損害区分 一部損 小半損 大半損 全損

保険金額に対する支払割合 ５％ 30％ 60％ 100％

（法第２条）

（法第３条）

（法第２条）

（法第２条）

（法第２条）

（法第２条）

（法第２条）

（法第４条）

（法第４条の２）

○地震保険は、「保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の

普及を図り、もって地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする」との制度

趣旨の下、大規模な地震の発生を踏まえて見直しを行い、現行の制度となっている。

（法第５条）
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民間：3,414億円

政府：11兆6,586億円

50％

50％

1,827億円 3,807億円 12.0兆円

2,817億円 597億円

約0.51％

約99.49％

1.  政府再保険の内容 一定規模以上の保険金支払が生じた場合、政府がその一部を支払うよう、再保険を引受け。具体的には、損害保険
会社が引受けた地震保険の全部につき、日本地震再保険（株）が再保険を引受け、さらにその一部につき政府が再
保険の引受けを行っている。

2.  政府再保険の意義 独立採算制のもと、政府の信用により、一時的な資金（準備金）不足に対しても、民間の採算ベースよりも超長期での
収支相償を図ること、かつ、極力経費を圧縮することにより、できる限り低い保険料で、巨大地震にも対応しうる保険
を提供。 

3.  官民保険責任額の構造
（再保険スキーム図）

関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても保険金の全額払いが可能となるよう、総
支払限度額を設定している。

◎総支払限度額 一回の地震等につき 12.0兆円

4.  準備金残高
    （令和７年３月末実績）

地震再保険特別会計  ２兆2,058億円
民間保険会社                     5,990億円 
     
※政府再保険金の支払が歳出予算及び準備金を超える場合は、借入 （特会法36条）または一般会計か
らの繰入（同法32条）により資金調達を行い、将来の再保険料収入により返済を行う。

政府・民間準備金残高合計      15,095億円

政府による再保険について

２兆8,048億円

民間：3,414億円

政府：11兆6,586億円

50％

50％

1,827億円 3,807億円 12.0兆円

2,817億円 597億円

約0.51％

約99.49％
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地震保険法上の共済の位置づけ

○ 地震保険に関する法律は、制定当初から、「他の法律に基づき火災に係る共
済事業を行う法人で財務大臣の指定するもの」を、地震保険制度の対象としてい
る（法第２条１項）。

この法律において「保険会社等」とは、保険業法（平成七年法律
第百五号）第三条第五項の損害保険業免許（中略）又は他の法律
に基づき火災にかかる共済事業を行う法人で財務大臣の指定する
ものをいう。

地震保険に関する法律 第２条第１項
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御議論いただきたい事項

○ 地震保険制度への共済の参入について、どのような場合に、財務大臣が

共済を指定することが適切であるか、指定の基準はどうあるべきか。

○ その他、共済が地震保険制度に参入する場合、どのような課題があるか。
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地震保険制度に関する答申

○ 地震保険制度への共済の加入については、制度創設検討時から論点の一つと
されていたが、共済の性格や規模が区々である等の事情により、当時の保険審
議会においても結論が出ず、個別的かつ慎重に検討する必要があるとされた。

地震保険制度検討上の諸問題に関する主要審議内容

（８）その他

特別の法律に基づいて火災保険類似の共済事業を行っている組合が、将来において地震危険を担保
することになるかどうか、またはそれを認めるべきかどうか、その場合にはいかなる措置が必要であるか
等についても、本審議会はこれを問題として採り上げた。

これについては、各組合の性格、担保力等がきわめて区々であって、一概には議論することはできな
いが、少くとも、これらの組合が地震危険を担保するには、まず、組合の健全性の維持、契約者保護の
見地から充分な法的規制と監督が行われること、全国的な危険分散の方途が講ぜられること、損害の
集積予想に対し相当の担保力を有すること等がその前提と考えられる。

一方、そもそも政府が再保険を行うこの制度について、保険事業と保険類似の共済事業との間の体系
的な調整が図られなければならないのは当然であるが、現在の段階においてはその準備が不十分であ
るので、本審議会としてはこの際結論を出すことはさしひかえた。

この問題は、今後政府当局において、われわれが検討した以上の案の実際の推移を勘案しつつ、必
要に応じて内容の権衡に配慮し、個別的かつ慎重に検討する必要があると考えられる。

「地震保険制度に関する答申」（昭和40年４月23日 保険審議会）（抄）
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（参考）「地震保険のすべて」

（略）「指定」の基準が問題となろう。必要とされる最小限の条件としては、次のようなことが考えられる。

（イ）契約者保護の観点から監督法規が整備されており、かつ、現実に十分な監督が行われているこ
と。具体的には、次のとおりである。
(a) 法律によって行政庁の監督規定が明記されており、かつ、その監督が検査などにより、実効ある
ものであること。

(b) 法律によって責任準備金の積立が規定されており、かつ、現実に十分な積立金を有するととも
に、それに見合う流動資産が常に確保されていること。

(c) 共済掛金率が行政庁の認可にかかり、その算出が確実な統計に基づき、保険数理によって適
正に行われていること。

(d) 組合員一人当たりまたは一危険当たりの契約金額の制限が組合の支払能力に照らし、適正な
範囲で行われていること。

(e) その他財産運用、区分経理等の法的規制が備わっており、かつ、それが遵守されていること。

（ロ）地震保険制度の趣旨に照らし、契約者の範囲が特定の地域または特定の職種に限定されず、全
国民的であり、かつ、全国的な危険分散組織を有し、現実に危険分散が確保されていること。

（ハ）地震保険を引き受けるに足る十分な担保能力を有すること（収支状況が良好で、事業の永続性
が十分に認められることを最低条件とする。）。

「地震保険のすべて」（保険毎日新聞社、日本損害保険協会監修、昭和55年）
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損害保険会社と共済の比較➀
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

監督行政庁 内閣総理大臣
（金融庁長官）

都道府県の区域を
超える農協・連合
会及び都道府県の
区域の連合会は農
林水産大臣
上記以外の農協・
連合会は都道府県
知事

都道府県の区域を
超える組合・連合
会は農林水産大臣
上記以外の組合は
都道府県知事

都道府県の区域を
超える漁協・連合
会及び都道府県の
区域の連合会は農
林水産大臣
都道府県の区域を
超えない漁協は都
道府県知事

地方厚生局の管轄
区域を超える組合
は厚生労働大臣
その他の組合は主
たる事務所の所在
地を管轄する都道
府県知事

都道府県の区域を
超えるものは事業
所管大臣
都道府県の区域を
超えないものは都
道府県知事

主な組織 損害保険会社27社 全国組織である全
共連と農協（514組
合）が共同で引受
け

全国組織である全
国連合会とNOSAI
（49組合）が引受け
（NOSAIが元受け・
NOSAI全国連は再
保険）

茨城県にあっては、
茨城県連合会も引
受け（再保険）

全国組織である共
水連と漁協（618組
合）が共同で引受
け

火災又は自然災害
共済事業を実施す
る組合は国が所管
するもの16組合（連
合会含む）、都道府
県が所管するもの
14組合

全国組織である日
火連と各都道府県
に設置されている
火災共済（41組合）
が共同で引受け

都道府県が所管す
る組合のうち、日火
連に加盟していな
い組合も存在（4組
合）



損害保険会社と共済の比較②
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

主
な
商
品
の
商
品
性
・料
率

対象物件 居住用建物、家財
（地震保険法第２条）

建物、特定建築物
(※)、動産

(※)外壁の一部または
全 部 を 欠 く 建 築 物
（例：畜舎、堆肥舎、
倉庫、農作業場）

建物、工作物、家
具類、農機具

建物、動産 対象物件は各共済
事業実施組合・連
合会によって異な
る。
例：建物、家財
（家財を対象としな
い商品も有り）

建物

付保割合 火災保険金額の30
～50％（契約者の
任意の割合）
（地震保険法第２条）

火災共済金額の
50％

共済金額の50％ 共済金額の30％ 組合・連合会により
扱う商品が異なる
が、最大で火災等
の補償の30％

火災共済金額の
30％～50％（契約
者の任意の割合）

地震補償
限度額

建物5,000万円
家財1,000万円
（地震保険法施行令第２

条）

住宅物件：2.5億円
事業用物件（農業
関連）10億円
事業用物件（農業
関連以外）1.5億円

2,000万円 建物3,000万円
動産600万円

組合・連合会により
扱う商品が異なる
が、数百万円程度
のものが多く、大き
いもので1,800万円
（建物・家財合算）

1,000万円

契約方法 火災保険に原則自
動附帯
（地震保険法第２条）

建物更生共済の本
体で補償

建物総合共済の本
体で補償

生活総合共済の本
体で補償

火災共済に任意附
帯のものと自動附
帯のものがある

火災共済契約に任
意附帯

（注）消費生活協同組合法の欄は、国所管かつ地震補償を行っているものに係るもの



損害保険会社と共済の比較➂
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

主
な
商
品
の
商
品
性
・料
率

損害区分 全損（100％）
大半損（60％）

小半損（30％）
一部損（5％）
（地震保険法施行令第1条）

区分なし
損害額を査定

（注）損害割合が5％以上
が支払い対象

区分なし
損害額を査定

（注）損害割合が建物は
5％以上、家具類等は
70％以上が支払い対象

全損（30％）
大半損（20％）
小半損（10％）
一部損（3％）
（注）火災共済金額に対
する割合

区分は各共済事業
実施組合・連合会
によって異なる。
例：
全損（100％）
大規模半損（60％）
半損（50％）
一部損（10％）

等

全壊（100％）
大規模半壊（60％）
中規模半壊（30％）
半壊（30％）

保険期間 1年又は長期（～5
年）

満期返戻金：無

5年、10年（継続特
約により20年又は
30年）

満期共済金：有

1年 5年、10年、15年、
20年、25年、30年

満期共済金：有

1年

満期共済金：無

1年又は長期（～5
年）

満期返済金：有

料率 構造別（２区分）
地域別（都道府県
別、３区分）

全国一律
構造・物件別

各共済組合が設定
用途・構造別

全国一律
構造・物件別

各共済事業実施組
合・連合会が設定
構造別・地域別（全
国一律を含む）等

構造別
地域別（都道府県
別）

加入者数 地震保険加入件数

（地震保険を附帯し
ている火災保険の

加入件数）（2024年
度末時点）：
約2,180万件

加入件数（地震補
償を含む建物更生
共済全体）（2024年
度末時点）：
約891万件

加入件数（地震補
償を含む建物総合
共済全体）（2023年
度）：
約35万件

加入件数（地震補
償を含む生活総合
共済全体）（2024年
度末時点）：
約8万件

地震共済加入件数
（火災共済等の一
部となっているもの
を含む）（2024年度）：
約788万件

加入件数（地震特
約）（2024年度末時
点）：
約2万件

（注）消費生活協同組合法の欄は、国所管かつ地震補償を行っているものに係るもの



損害保険会社と共済の比較④
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

掛金の規模 保険料収入
（2024年度分）：
約2,783億円

保有契約金額
（2023年度末）：
約217兆円

東日本大震災にお
ける支払実績（注1）：
約1兆2.897億円

能登半島地震にお
ける支払実績：
約1,042億円

(注)支払実績はいずれ
も2024年度末時点

共済掛金収入
（2024年度）：
約1兆454億円

保有契約金額
（2024年度）：
約135兆円

東日本大震災にお
ける支払実績：
約9,377億円

能登半島地震にお
ける支払実績：
1,515億円

(注)地震補償を含む共
済契約に係る数字。

共済掛金収入
（2023年度）：
約105億円

保有契約金額
（2023年度）：
約3兆7,758億円

東日本大震災にお
ける支払実績：
約268億円

能登半島地震にお
ける支払実績：
57億円

(注)地震補償を含む共
済契約に係る数字。

共済掛金収入
（2024年度）：
約76億円

保有契約金額
（2024年度）：
約1兆456億円

東日本大震災にお
ける支払実績：
約137億円

能登半島地震にお
ける支払実績：
約30億円

(注)地震補償を含む共
済契約に係る数字。

共済掛金収入
（2024年度）：
約1,483億円

保有契約金額
（2024年度）：
約141兆6,773億円

東日本大震災にお
ける支払実績：
約1,228億円

能登半島地震にお
ける支払実績：
約222億円

（注）地震補償を含む
共済契約に係る数字。

共済掛金収入
（2024年度）：
約3億円

保有契約金額
（2024年度末）：
約1,687億円

地震危険補償特約
にかかる保険金支
払実績（2020年1月
～2025年3月）：
10件（計：約 2,200
万円）

(注)地震危険補償特約
に係る数字。

（注）消費生活協同組合法の欄は、国所管かつ地震補償を行っているものに係るもの



損害保険会社と共済の比較⑤
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

監督・検査 ・保険業を営むに
は、内閣総理大臣
の免許が必要。
（法第３条）

・業務停止命令等
や免許取消しが可
能。
（法第132・133条）

・報告徴求、立入検
査権限あり。
（法第128・129条）

・共済事業を行うと
きは共済規程に係
る行政庁の承認が
必要。
（法第11条の17）

・業務停止命令等
が可能。
（法第94条の2）

・行政庁による報告
徴求・立入検査権
限あり。
（法第93条、第94条）

・行政庁は毎年1回
を常例として検査を
することとされてい
る。（法第94条）

・共済事業の実施
に必要な事業規程
に係る行政庁の認
可が必要。
（法第31条、第32条、第36
条、第58条）

・必要な措置をとる
べき旨及び業務の
執行方法の変更そ
の他監督上必要な
命令等が可能。
（法第210条）

・行政庁による報告
徴求・立入検査権
限あり。
（法第208条、第209条）

・行政庁は毎年1回
を常例として検査を
することとされてい
る。（法第209条）

・共済事業を行うと
きは共済規程に係
る行政庁の承認が
必要。
（法第15条の2）

・業務停止命令等
が可能。
（法第123条の2）

・行政庁による報告
徴求・立入検査権
限あり。
（法第122条、第123条）

・行政庁は毎年1回
を常例として検査を
することとされてい
る。（法第123条）

・共済事業を営む
には共済事業規約
に係る行政庁の認
可が必要。
（法第40条）

・業務停止命令等
が可能。
（法第94条）

・行政庁による組合
（連合会含む）及び
組合子会社への立
入検査権限あり。
（法第94条）

・自賠責共済/再共
済の事業を行う組
合においては、毎
年1回を常例として
検査をしなければ
ならない。（法第94条）

・共済事業を行うと
ときは共済規程に
かかる行政庁の認
可が必要。
（法第9条の6）

・業務停止命令等
が可能。
（法第106条の2）

・行政庁による立入
検査権限あり。
（法第105条の4）



損害保険会社と共済の比較⑥

13

保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

責任準備金 ・保険会社は、保険
契約に基づく将来
における債務の履
行に備えるため、
責任準備金を積み
立てなければなら
ない。
（法第116条）

・地震保険に係る
責任準備金につい
ては、・・・積み立て
なければならない。
（地震保険法施行規則第
7条）

地震保険責任準備
金の額（2024年度末）

政府：
2兆2,058億円
民間：5,990億円
計：2兆8,048億円

・共済契約に基づく
将来における債務
の履行に備えるた
め、責任準備金を
積み立てなければ
ならない。
（法第11条の32）

責任準備金の額
（2024年度末）
10兆9,463億円
(注)地震補償を含む共
済契約に係る数字。

・農業共済団体は、
毎事業年度の終わ
りにおいて存する
共済責任または保
険責任につき、・・・
責任準備金を積み
立てなければなら
ない。
（法第63条）

・農業共済団体は、
不足金の補塡に備
えるため、・・・準備
金を積み立てなけ
ればならない。
（法第64条）

準備金の額
（2023年度）
2,936億円
(注)地震補償を含む任
意共済に係る数字。

・共済契約に基づく
将来における債務
の履行に備えるた
め、責任準備金を
積み立てなければ
ならない。
（法第15条の17）

責任準備金の額
（2024年度末）
543億円
(注)地震補償を含む共
済契約に係る数字。

・共済契約に基づく
将来における債務
の履行に備えるた
め、責任準備金を
積み立てなければ
ならない。
（法第50条の7）

責任準備金の額
（2024年度）
3,252億円
(注)地震補償を含む共
済契約に係る数字。

・組合は、定款で定
める額に達するま
では、毎事業年度
の剰余金の五分の
一以上を準備金と
して積み立てなけ
ればならない。
（法第58条）

異常危険準備金の
額（2024年度末）
37億円
(注)地震補償が付帯さ
れている火災共済に係
る数字。

（注）消費生活協同組合法の欄は、国所管かつ地震補償を行っているものに係るもの



損害保険会社と共済の比較⑦
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

流動性 流動性リスクにつ
いて、
-管理態勢の整備
状況（管理方針の
策定、遵守状況の
確認、ストレステス
トの実施、流動性
危機時の対応策の
設定等）
-役員や資金繰り
管理部門、リスク管
理部署、業務部門
の管理方針等に基
づく運営状況
を検証。
(監督指針II －３－12)

流動性リスクにつ
いて、
-管理態勢の整備
状況（管理方針の
策定、遵守状況の
確認、ストレステス
トの実施、流動性
危機時の対応策の
設定等）
-役員や資金繰り
管理部門、リスク管
理部署、業務部門
の管理方針等に基
づく運営状況
を検証。
（共済事業向けの総合的
な監督指針Ⅱｰ３ｰ12 、
Ⅴｰ３ｰ８）

流動性リスクにつ
いて、
-流動性リスクの管
理に関する方針・
内部規程・流動性
危機時の対応策の
策定とのリスク管
理態勢の整備
-流動性リスクの管
理に関する方針等
に基づく管理、定期
的又は必要に応じ
た理事会への報
告・内部監査・監事
監査の実施
-流動性リスクの管
理状況に関する報
告・調査結果等を
踏まえた流動性リ
スク管理態勢の適
時の見直し
等について検証・
実施。
（農業共済団体に対する
監督指針Ⅱｰ１ｰ17ｰ３）

流動性リスクにつ
いて、
-管理態勢の整備
状況（管理方針の
策定、遵守状況の
確認、ストレステス
トの実施、流動性
危機時の対応策の
設定等）
-役員や資金繰り
管理部門、リスク管
理部署、業務部門
の管理方針等に基
づく運営状況
を検証。
（漁協等の共済事業向け
の総合的な監督指針Ⅱｰ
３ｰ12）

流動性リスクにつ
いて、
-管理態勢の整備
状況（管理方針の
策定、遵守状況の
確認、ストレステス
トの実施、流動性
危機時の対応策の
設定等）
-役員や資金繰り
管理部門、リスク管
理部署、業務部門
の管理方針等に基
づく運営状況
を検証。
（共済事業向けの総合的
な監督指針Ⅱｰ３ｰ12）

流動性リスクにつ
いて、
-管理態勢の整備
状況（管理方針の
策定、遵守状況の
確認、ストレステス
トの実施、流動性
危機時の対応策の
設定等）
-役員や資金繰り
管理部門、リスク管
理部署、業務部門
の管理方針等に基
づく運営状況
を検証。
（共済事業向けの総合的
な監督指針Ⅱｰ３ｰ12）



損害保険会社と共済の比較⑧
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

料率の算出・行政
庁の関与

・地震保険にかか
る料率は、損害保
険料率算出機構に
おいて算出され、
内閣総理大臣（金
融庁）に届出がなさ
れ、内閣総理大臣
（金融庁）において
審査を行う。
（損害保険料率算出団体
に関する法律第３条、第９
条の３）

・共済掛金の算出
方法（料率）を共済
規程に定め、行政
庁の承認が必要。
（法第11条の17）

・共済計理人を選
任し、共済掛金の
算出方法その他の
事項に係る共済の
数理に関する事項
に関与させるととも
に、共済計理人は、
毎事業年度末に責
任準備金の積立状
況等を確認し、そ
の結果を記載した
意見書を理事会及
び行政庁に提出。
（法第11条の39、第11条
の40）

・農林水産省が定
める建物共済事務
取扱要領に基づき、
農業共済組合等が
算出。

・農林水産省は、同
事務取扱要領にお
いて、風水害等自
然災害の実績被害
率、火災等の実績
被害率、一般災害
統計による被害率
を用いて基礎被害
率を定め、標準偏
差等を加味して算
出し、行政庁に報
告するよう規定。

・共済掛金の算出
方法（料率）を共済
規程に定め、行政
庁の認可が必要。
（法第15条の２）

・共済計理人を選
任し、共済掛金の
算出方法その他の
事項に係る共済の
数理に関する事項
に関与させるととも
に、共済計理人は、
毎事業年度末に責
任準備金の積立状
況等を確認し、そ
の結果を記載した
意見書を理事会及
び行政庁に提出。
（法第15条の24、第15条
の25）

・共済掛金の算出
方法等については
共済事業規約にお
いて定めなければ
ならず、共済事業
規約は行政庁の認
可が必要。
（法第40条）

・共済計理人を選
任し、共済掛金の
算出方法その他の
事項に係る共済の
数理に関する事項
に関与させるととも
に、共済計理人は、
毎事業年度末に責
任準備金の積立状
況等を確認し、そ
の結果を記載した
意見書を理事会及
び行政庁に提出。
（法第50条の11、第50条
の12）
(注)共済計理人の選任を
要しない組合の要件につ
いては、厚生労働省令に
おいて規定。（施行規則
第190条）

・共済掛金の算出
方法等については
共済規程に記載し
なければならず、
共済規程は行政庁
の認可が必要。
（法第9条の６の２）



損害保険会社と共済の比較⑨

16

保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

一事故当たりの
総支払限度額等

・総支払限度額：
12兆円

１回の地震等によ
る支払保険金が総
支払限度額（現行
12兆円）を超える場
合には、支払保険
金の削減を行うこと
ができる。
（地震保険に関する法律
第４条）

・総支払限度額の
規定はなし。

・異常危険準備金、
契約者割戻準備金、
任意積立金及び特
別危険積立金を取
り崩してもなお共済
金を支払うことがで
きないときは、その
不足する額を限度
として、一定の率に
より共済金を削減
して支払う旨、約款
で規定。

・その業務又は財
産の状況に照らし
てその共済事業の
継続が困難となる
蓋然性がある場合
には行政庁に対し、
共済金額の削減そ
の他の契約条項の
変更を行う旨の申
出をすることができ
る。
（法第11条の52）

・総支払限度額の
規定はなし。

・建物共済に係る
勘定に係る準備金
を共済金の支払い
に充ててもなお不
足する場合は、共
済金額を削減する
ことができる。
（法第122条）

・総支払限度額の
規定はなし。

・異常危険準備金、
契約者割戻準備金
及び特別危険積立
金を取り崩してもな
お共済金を支払う
ことができないとき
は、その不足する
額を限度として、一
定の率により共済
金を削減して支払
う旨、約款で規定。

・その業務又は財
産の状況に照らし
てその共済事業の
継続が困難となる
蓋然性がある場合
には行政庁に対し、
共済金額の削減そ
の他の契約条項の
変更を行う旨の申
出をすることができ
る。
（法第17条の２）

・組合・連合会によ
り、一事故当たりの
支払限度額を定め
ているところもある。

・その業務又は財
産の状況に照らし
てその共済事業の
継続が困難となる
蓋然性がある場合
には、行政庁に対
し共済金額の削減
その他の契約条項
の変更を行う旨の
申出をすることがで
きる。
（法第53条の４）

（注）消費生活協同組合
法の欄は、国所管かつ地
震補償を行っているもの
に係るもの

・総支払限度額：
80億円

・これを超える場合、
支払うべき地震共
済金を削減して支
払う旨、共済規程
において規定。



損害保険会社と共済の比較⑩

17

保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

財産運用 ・保険料として収受
した金銭その他の
資産の運用を行う
には、有価証券の
取得その他の内閣
府令で定める方法
によらなければなら
ない。
（法第97条、施行規則第
47条）

・資産運用リスクに
ついて、
-管理態勢の整備
状況（基本方針の
策定、責任体制の
明確化、リスク量を
把握する体制、投
資方針等）
-市場リスク管理の
内容・手法
-資産運用の方法
に応じた管理態勢
-資金の調達
-資産の自己査定
のあり方
等を検証
（監督指針II ｰ３ｰ11）

・共済事業に係るも
のとして区分経理
される財産につい
ては、農林水産省
令で定める方法の
ほか、これを運用し
てはならない。
（法第11条の38）

・財産運用リスクに
ついて、
-管理態勢の整備
状況（基本方針の
策定、責任体制の
明確化、リスク量を
把握する体制、投
資方針等）
-市場リスク管理の
内容・手法
-資産運用の方法
に応じた管理態勢
-資金の調達
-資産の自己査定
のあり方
等を検証
（共済事業向けの総合的
な監督指針Ⅱｰ３ｰ11）

・余裕金の運用は、
農林水産省令で定
める方法によらな
ければならない。
（施行規則第34条）

・財産運用リスクに
ついて、
-信用リスク、市場
リスク及び引受リス
クの管理に関する
方針・内部規程の
策定等のリスク管
理態勢の整備
-信用リスク等の管
理に関する方針等
に基づく管理、定期
的又は必要に応じ
た理事会への報
告・内部監査・監事
監査の実施
-信用リスク等の管
理状況に関する報
告・調査結果等を
踏まえた流動性リ
スク管理態勢の適
時の見直し
等について検証・
実施（監督指針Ⅱｰ１ｰ

17ｰ１、Ⅱｰ１ｰ17ｰ２、Ⅱｰ
２ｰ６ｰ１）

・共済事業に係るも
のとして区分経理
される財産につい
ては、農林水産省
令で定める方法の
ほか、これを運用し
てはならない。
（法第15条の23）

・財産運用リスクに
ついて、
-管理態勢の整備
状況（基本方針の
策定、責任体制の
明確化、リスク量を
把握する体制、投
資方針等）
-市場リスク管理の
内容・手法
-資産運用の方法
に応じた管理態勢
-資金の調達
-資産の自己査定
のあり方
等を検証
（漁協等の共済事業向け
の総合的な監督指針Ⅱｰ
３ｰ11）

・共済事業に係るも
のとして区分された
経理に属するもの
を厚生労働省令で
定める方法及び割
合以外の方法及び
割合で運用しては
ならない。
（法第50条の14）

・資産運用リスクに
ついて、
-管理態勢の整備
状況（基本方針の
策定、責任体制の
明確化、リスク量を
把握する態勢、投
資方針等）
-市場リスク管理の
内容・手法
-資金の調達
-資産の自己査定
のあり方
等を検証
（共済事業向けの総合的
な監督指針Ⅱｰ３ｰ11）

・余裕金を次の方
法によるほか運用
してはならない。た
だし、行政庁の認
可を受けた場合は
この限りではない。
（法第57条の５）

・財産運用リスクに
ついて、
-管理態勢の整備
状況（基本方針の
策定、責任体制の
明確化、リスク量を
把握する態勢、投
資方針等）
-市場リスク管理の
内容・手法
-資金の調達
-資産の自己査定
のあり方
等を検証
（共済事業向けの総合的
な感得指針Ⅱｰ３ｰ12）



損害保険会社と共済の比較⑪
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

区分経理等 ・地震保険は、危険
準備金運用益を積
み立てる必要があ
ることから、危険準
備金に相当する資
産を他の一般の資
産と分けて管理す
るなど、その運用
益を把握するため
に、必要な範囲で
個別の管理を行っ
ている。

・共済事業に係る
会計を他の事業に
係る会計と区分し
て経理しなければ
ならない。
（法第11条の36）

・法令上の規定は
ないが、全共連は
共済の種類ごとに
区分して経理して
いる。

・その会計を農林
水産省令で定める
勘定区分ごとに経
理しなければなら
ない。
（法第62条）

・地震補償を含む
共済とその他の共
済を区分すること
の法令上の規定は
ないが、NOSAIは
共済の種類ごとに
区分して経理して
いる。

・共済事業に係る
会計を他の事業に
係る会計と区分し
て経理しなければ
ならない。
（法第15条の21）

・法令上の規定は
ないが、共水連は
共済の種類ごとに
区分して経理して
いる。

・共済事業に係る
経理とその他の経
理とを区分しなけ
ればならない。
（法第50条の３）

・自賠責共済/再共
済の事業に係る経
理はその他の経理
と区分しなければ
ならない。
（法第50条の３）

・共済事業に係る
経理からそれ以外
の事業に係る経理
へ資金を運用し、
又は共済事業に係
る経理に属する資
産を担保に供して
それ以外の事業に
係る経理に属する
資金を調達しては
ならない。
（法第50条の４）

・法令上の規定は
ないが、共済事業
規約ごとに区分経
理している。

・共済事業に係る
会計を他の事業に
係る会計と区分し
て経理しなければ
ならない。
（法第58条の２）

・自賠責共済/再共
済の事業に係る会
計を他の事業に係
る会計と区分して
経理しなければな
らない。
（法第58条の２）

・共済事業に係る
会計からそれ以外
の事業に係る会計
へ資金を運用し、
又は共済事業に係
る会計に属する資
産を担保に供して
それ以外の事業に
係る会計に属する
資金を調達しては
ならない。
（法第58条の３）

（注）消費生活協同組合法の欄は、国所管かつ地震補償を行っているものに係るもの



損害保険会社と共済の比較⑫
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

契約者の範囲（地
域・職種等の制
限）

・契約者の範囲が
特定の地域または
特定の職種に限定
されていない。

・正組合員：農業者

・准組合員：農協の
地区内に住所を有
する個人又は農協
から物資の供給若
しくは役務の提供
を継続して受ける
者

・員外利用の制限：
組合員の事業の利
用分量の額の1/5
まで（法第10条）

・農業共済組合の
区域内に住所を有
する者であって、農
業従事者（法第20条）

・正組合員：
➀組合の地区内に
住所を有し、かつ、
定款で定める日数
を超えて漁業を営
み又はこれに従事
する漁民
②地区内に住所又
は事業場を有する
漁業生産組合
➂地区内に住所又
は事業場を有する
中小規模の漁業法
人 等

・准組合員：正組合
員の資格を有しな
い漁民、組合員の
同一世帯者、水産
加工業者など（法第

18条）

・員外利用の制限：
組合員及び他の組
合の組合員の利用
する総額を超えて
はならない。（法第11

条）

・地域生協：一定の
地域内に住所を有
する者等
・職域生協：一定の
職域内に勤務する
者等
・連合会会員：組合
/他の法律により設
立された共同組織
体で、生協法第二
条第一項各号に掲
げる要件を備え、
かつ、組合の行う
事業と同種の事業
を行うことを目的と
するもの

・員外利用の制限：
組合員以外の利用
は原則禁止。

・正組合員：地区内
において、商業、工
業、鉱業、運送業、
サービス業その他
の事業を行う小規
模事業者

・准組合員：組合員
と生計を一にする
親族等

・員外利用の制限：
組合員及び准組合
員の一事業年度に
おける利用分量の
総額の100分の20
以内。



損害保険会社と共済の比較⑬
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

財務の健全性 ・健全性の基準
（法第130条）

ソルベンシー・マー
ジン比率を発動基
準とする早期是正
措置の枠組みあり

・健全性の基準
（法第11条の18、第94条
の２）

支払余力比率を発
動基準とする早期
是正措置の枠組み
あり

・監督指針Ⅱ-2-6-
1に基づき、財務の
健全性の確保のた
め、共済掛金の設
定時に想定した状
況と乖離することに
より、共済事業の
収支に損失を被る
可能性等のリスク
を認識した上で、適
切なリスク管理態
勢を確立し、リスク
管理を実施するこ
ととしており、組合
は実施したリスク評
価を踏まえて必要
な見直し等に取り
組んでいる。行政
庁は、監督・検査を
通じて財務を含め
た運営の健全性の
確保を図っている。
（具体的な基準なし）

・健全性の基準
（法第15条の3、第123条
の２）

支払余力比率を発
動基準とする早期
是正措置の枠組み
あり

・健全性の基準
（法第50条の５）

支払余力比率を発
動基準とする早期
是正措置の枠組み
あり

・健全性の基準
（法第58条の４）

支払余力比率を発
動基準とする早期
是正措置の枠組み
あり



損害保険会社と共済の比較⑭
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保険業法 農業協同組合法 農業保険法 水産業協同組合法 消費生活協同組合法 中小企業等協同組合法

損害保険会社
全共連
農協

NOSAI全国連
農業共済組合

共水連
漁協

こくみん共済coop
労働者共済 等

日火連
火災共済

収支 ・（免許の審査時）
事業開始後５事業
年度を経過するま
での間に申請者の
１事業年度の当期
純利益又は当期純
剰余が見込まれる
ことを確認。
（保険業法施行規則第10
条の2）

・共済事業を行う組
合の出資の総額は、
農協は1億円以上、
連合会は100億円
以上でなければな
らない。
（法第10条の３）

・共済規程の設定
又は変更の承認を
行う場合には、財
産的基礎を有し、
かつ、収支の見込
みが良好であるこ
とを審査。
（法第11条の17、共済事
業向けの総合的な監督指
針Ⅳｰ２）

・事業規程の設定
又は変更の認可を
行う場合には、農
業共済組合が、事
業を健全かつ効率
的に遂行するに足
りる財産的基礎を
有し、かつ、収支の
見込みがあること
等について審査。
（農業共済団体に対する
監督指針Ⅳｰ２ｰ１ｰ２）

・共済事業を行う組
合の出資の総額は、
信用事業を行わな
い又は組合員数が
一定以下等の要件
に該当する場合は
1000万円以上、そ
の他は1億円以上、
共水連は10億円以
上でなければなら
ない。
（法第11条の４）

・共済規程の設定
又は変更の承認を
行う場合には、財
産的基礎を有し、
かつ、収支の見込
みが良好であるこ
とを審査。
（法第15条の２、漁協等の
共済事業向けの総合的な
監督指針Ⅳｰ２）

・共済事業を行う政
令で定める基準を
超える組合の出資
の総額は1億円以
上、連合会は10億
円以上でなければ
ならない。
（法第54条の２）

・共済規程の設定
又は変更の認可を
行う場合には、財
産的基礎を有し、
かつ、収支の見込
みが良好であるこ
とを審査。
（共済事業向けの総合的
な監督指針Ⅳｰ１）

・各事業年度に係
る財産目録、貸借
対照表、損益計算
書、剰余金処分案
又は損失処理案及
び事業報告書を作
成し、監事の監査
を受けている。
（法第40条）



参考資料
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農業協同組合
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※ 農協には、上記の総合農協とは別に、専門農協（信用事業を行わず、畜産、酪農、園芸といった特定の生産物の販
売・購買事業のみを行う農協）がある（508農協数）。組合員数は110千人（正：87千人、准：23千人）。

注：農林水産省「専門農協統計表」（令和5事業年度）

地域レベル 都道府県レベル 全国レベル事業内容等

意見代表、総合調整

経済事業

農産物の販売、営農資材や生

活物資の供給

信用事業

事業・生活に必要な資金の貸

付けや貯金の受入れ

注１：総合農協数は、農林水産省「農業協同組合等現在数統計」（令和６年度末現在）
注２：組合員数、出資金額は農林水産省「総合農協統計表」(令和５事業年度)

都道府県農業協同組合

中央会(県中)【46】

経済農業協同組合連合会（経済連）
【７】

経済連：北海道、静岡県、福井県、愛知県、和歌山県、
熊本県、鹿児島県

信用農業協同組合連合会（信連）【31】

農林中央金庫
（農林中金）

全国農業協同組合

連合会(全農）

全国農業協同組合

中央会（全中）

（全農都道府県本部【32】）

（農林中金統合県【12】）
統合県：青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、千葉県、

栃木県、群馬県、富山県、岡山県、長崎県、熊本県

（総合農協【８】）
1県1JA等（事業承継したJA）
奈良県、島根県、山口県、

香川県、高知県、佐賀県、宮崎県、沖縄県

（総合農協【４】）
1県1JA（事業承継したJA）

奈良県、島根県、宮崎県、沖縄県

総合農協
（信用事業を行うJA）

出資金  1.6兆円

組合員  1,021万人

１県１JA ７
奈良県、和歌山県、
島根県、山口県、
香川県、宮崎県、
沖縄県】

【507】

（資料１）農協の組織

（全共連都道府県本部【47】）
全国共済農業協同組合

連合会（全共連）

共済事業

生活に必要な共済(生命保険・

損害保険と同様)の提供

※上記は総合農協の
うち共済事業を行う組
合の数。

この外に共済事業を
行う農協がある【７】
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Ｊ 
Ａ 
共 

済

 

○ 組合員の事業・生活に生じた事故による損失を救済する事業。このため、組合員が利用
することが基本（員外利用規制あり）

（資料２）ＪＡ共済の概要

生命総合共済（人の死亡、医療、老後、介護の保障）、建物更生共済（火災や自然災害による建物・家財の損害

の保障）、自動車共済（自動車事故による賠償やケガ、修理の保障）など

組

合

員

等

農協
・共済契約の普及推進
・共済契約の締結
・事故の受付 等

全共連
・共済商品の開発 ・契約の引受審査
・責任準備金の積立て・財産の運用
・共済金の支払査定 等

共済契約

共同事業契約
共同元受方式

（支払責任）
農協0％：全共連100％

○ 農協と全共連（全国共済農業協同組合連合会）の共同元受方式により事業を実施。
  ・ 農協は、普及・推進、契約締結、事故受付等を行い、
  ・ 全共連は、商品開発、引受審査、責任準備金の積立・運用、共済金の支払等を行う。
  ・ 共済金の支払責任は全共連が100％保有。

ＪＡ共済の主な商品

（長期共済） （短期共済）

ひと

終身共済
くるま

自動車共済

養老生命共済 自賠責共済

医療共済 ひと 傷害共済

年金共済 農業 農業者賠償責任共済

いえ 建物更生共済

共済掛金・共済金

25



（資料２）ＪＡ共済の概要（つづき）

契約の対象 建物、特定建築物、動産

保障期間 ５年、10年（継続特約により20年又は30年）

保障対象 ①火災等 ②自然災害（風水災等、地震等）

加入限度額 ①住宅物件：５億円 ②事業用物件：（農業関連）20億円 ／（農業関連以外）３億円

掛金 構造・物件別

共済金支払
（地震等）

〔支払要件〕
地震等による損害割合5％以上の場合

〔建物、特定建築物、動産共通〕
損害の額×（火災共済金額/共済価額）×50％

○ ＪＡ共済の保障ラインナップ

ＪＡ共済では、組合員・利用者の暮らしをサポートするため、「ひと・いえ・くるまの総合保障」を提供。

○ 「いえ」保障（建物更生共済）の概要
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（資料３）ＪＡ共済に係る財務の健全性基準と監督体制

農業協同組合
【514組合】

全国共済農業業協同組合連合会
（全共連）

都道府県知事 農林水産大臣

共同事業契約

監督 監督技術的助言
（監督指針）

地域レベル

監督体制

(注)ＪＡ共済における支払余力比率の算定の考え方は、基本的には保険
業法におけるソルベンシー・マージン比率の算定に沿った内容と
なっている。

○ 支払余力比率とは、通常の予測を超えて発生するリスク（大規模災害による共済金支払
いの急増等）に対応するため、どのくらいの支払余力（自己資本や各種準備金等）を備え
ているか判断するための経営指標の１つ。

○ 支払余力比率が200％を下回った場合には、行政庁により経営の健全性の回復を図るた
めの措置が実行される。

支払余力の総額
≧ 200％

リスクの総額 × １/ ２

【早期是正命令の内容】

区分
支払余力
比率

措置の概要

第１区分
100%以上
200%未満

経営改善計画の提出及び実行

第２区分
0%以上
100%未満

配当・役員賞与の禁止、割戻
しの禁止又は抑制、掛金の計
算方法の変更、事業費の抑制、
一部の従たる事務所の廃止、
子会社等の株式の処分等

第３区分 0%未満 業務の全部又は一部の停止

全国レベル

（支払余力） （リスク）

１ 純資産の部の合計
２ 価格変動準備金
３ 異常危険準備金 等

１ 共済リスク
２ 予定利率リスク
３ 財産運用リスク
４ 経営管理リスク
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農業共済組合
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農業保険法（昭和22年制定）に基づき、農業者の経営安定を図る
ため、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補塡する

制度の目的

共済事業

共済事業 対象品目等
農業保険の
加入率

（6年産(度)）

農作物共済 水稲、陸稲、麦 水 稲:81%
    麦:96%

家畜共済 牛、馬、豚 乳用牛:89%
肉用牛:90%

果樹共済
うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ、り
んご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、す
もも、キウイフルーツ、パインアップル

収 穫：28%

畑作物共済 ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶、
そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭 70%

園芸施設共済 園芸施設（附帯施設、施設内農作物を含む） 80%

事業運営体制

国の補助

• 農業者が支払う共済掛金の一定割合（原則50％）を国が負担
農業共済団体の事務に係る費用の一部を国が負担

被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補塡しており、農業
者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発
生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払う

制度の仕組み

【農作物共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済】
風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因（地震、噴火
を含む。）による災害、火災、病虫害、鳥獣害 等

【家畜共済】
家畜の死亡、廃用、疾病、傷害

対象事故

注１ 家畜共済には、死亡廃用共済（家畜の資産価値を補塡）と疾病傷害共済（家畜の診療費を補塡）がある。
 ２ 果樹共済には、収穫共済（果実の収穫量の減少等を補塡）と樹体共済（樹体の損傷等を補塡）がある。
 ３ 指定かんきつとは、はっさく､ぽんかん､ネーブルオレンジ､ぶんたん､たんかん､さんぼうかん、清見､ 日向夏､
セミノール､不知火､河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第２８号及び甘平をいう。
４ 以上のほか、任意共済を実施（建物、農機具、保管中農産物が対象。ただし、掛金の国庫負担はなし）
 ５ 加入率は、作物は面積ベース、家畜・園芸施設は戸数ベースで算出。

農業共済制度の概要 令和７年10月現在

共済金支払状況

政府（食料安定供給特別会計）

農業共済組合（４６）

組合員（農業者）

保険料 保険金

共済掛金 共済金

注 茨城県においては、１農業共済組合連合会、３農業共済組合で運営。
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任意共済の概要

全国農業共済組合連合会

農業共済組合（４６）

組合員（農業者）

保険料 保険金

共済掛金 共済金

注１ 茨城県においては、１農業共済組合連合会、３農業共済組合で運営。

注２ 農機具共済は、農業共済組合のみで実施。

注３ 任意共済の一部又は全部を実施していない農業共済組合有り。

注４ 全国農業共済組合連合会は、組合から保険に付された建物共済の支払

責任の一部について全国共済農業協同組合連合会への再共済を実施

建物、農機具、保管中農産物

対象品目

任意共済は、農作物共済等の他の共済と異なり、政
府の再保険はなく、農業共済組合及び農業共済組合連
合会限りで責任を負う自主的事業。
したがって、本共済事業の設計及び事業の実施方法

は、農業共済団体の自主的計画を基礎として行政庁の
認可、監督の下に行われる。また、国庫の共済掛金負
担等の助成措置はない。

任意共済の特色

事業運営体制

30



建物共済の概要

建物総合共済 建物火災共済

契約の対象 建物、工作物、家具類、農機具 建物、工作物、家具類、農機具

保障期間 １年 １年

保障対象
①火災等
②自然災害（風水災等、地震等）

火災等

加入限度額 4,000万円 6,000万円

掛金 都府県（組合）別・構造別・用途別・特約別 都府県（組合）別・構造別・用途別・特約別

共済金支払等
（地震等）

〔支払要件〕
・建物、工作物
地震等による損害割合５％以上の場合

・家具類、農機具
地震等による損害割合70％以上の場合

〔建物、工作物、家具類、農機具共通〕
損害の額×（共済金額/共済価額）×50％

－
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財務の健全性確保のための取組と監督体制

農業共済組合 全国農業共済組合連合会

都道府県知事 農林水産大臣

再保険

監督・検査 監督・検査技術的助言
（監督指針）

地域レベル

監督体制

全国レベル

○ 農業共済組合の財務の健全性確保のため、農業共済組合は、農業共済団体に対する監督指針を
踏まえて、共済掛金の設定時に想定した状況と乖離することにより、共済事業の収支に損失を被る
可能性等のリスクを認識した上で、適切なリスク管理体制を確立し、適切にリスク管理を実施する
こととしており、実施したリスク評価に基づき、必要な見直し等に取り組んでいる。

○ また、行政庁は、財務の健全性確保を含めた監督・検査を実施。

計画（Ｐlan） 実行（Ｄo） 評価（Ｃheck） 改善（Act）

・流動性・信用・市場・引受
各リスク管理方針・内部規
程の策定等のリスク管理
体制・対策の整備

・リスク管理状況等の評価
結果に基づく理事会にお
ける見直し事項等に基づ
き、リスク管理体制・対策
の見直し

・流動性・信用・市場・引受
各リスク管理方針等に基づ
くリスクの特定、評価、モニ
タリング、コントロール等の
管理の実施

・流動性・信用・市場・引受
各リスクの管理の実施に
関する内部監査、監事監
査等に基づく評価

・理事会において、流動
性・信用・市場・引受各リス
クの管理の状況に関する
内部監査、監事監査等の
報告・調査結果等を踏まえ
た、リスク管理体制・対策
の適時の見直し
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水産業協同組合
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（資料１）漁協の組織
○ 水協法は、①漁業協同組合、②漁業生産組合、③漁業協同組合連合会、④水産加工業協同組合、⑤水産加
工業協同組合連合会、⑥共済水産業協同組合連合会の６種類の協同組織を規定（これらを水産業協同組合と総称）

○ 大きくは、漁協系統と水産加工協系統の２系統に分類。

水産業協同組合と系統の仕組み

（計2,127単協、うち共済事業実施組合【618組合】・共済代理店【276組合】 ）

市町村段階 都道府県段階 全国段階

⑥全国共済水産業協同組合連合会（共水連）

（計122連合会）

漁
民
（漁
業
者
）

※水産庁調べ。連合会の合計には県域未満の地区漁連等（28連合会）を含む。矢印は、おおまかなイメージを示す。

②漁業生産組合 【366組合】
③都道府県信用漁業協同組合連合会

【10連合会】

③都道府県漁業協同組合連合会
【30連合会】

農林中央金庫

③全国漁業協同組合連合会
（全漁連）

①業種別漁業協同組合【87組合】 ③その他全国漁業協同組合連合会【３連合会】

①内水面漁業協同組合【768組合】 ③内水面漁業協同組合連合会【39連合会】
③全国内水面漁業協同組合連合会

（全内漁連）

④水産加工業協同組合【77組合】 ⑤水産加工業協同組合連合会【7連合会】
⑤全国水産加工業協同組合連合会（全水加工連）

 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会
（全かま連）

水
産
加
工
業
者

（うち県一漁協 【11県12組合（佐賀県は、海域毎に２組合）】）

（組合数は令和６年度末現在）

①沿海地区漁業協同組合【829組合】
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Ｊ 
Ｆ 
共 

済

 

○ 組合員の事業・生活に生じた事故による損失を救済する事業。このため、組合員が利用
することが基本（員外利用規制あり）

（資料２）ＪＦ共済の概要

普通厚生共済（人の死亡、医療、老後、介護の保障）、生活総合共済（火災や自然災害による建物・家財の損害の保障）、
乗組員厚生共済（不慮の事故による万一の保障と後遺障害の保障）など

組

合

員

等

漁協
・共済契約の普及推進
・共済契約の締結
・事故の受付 等

共水連
・共済商品の開発 ・契約の引受審査
・責任準備金の積立て・財産の運用
・共済金の支払査定 等

共済契約

共同事業契約
共同元受方式

（支払責任）
漁協0％：共水連100％

○ 漁協と共水連（全国共済水産業協同組合連合会）の共同元受方式により事業を実施。
  ・ 漁協は、普及・推進、契約締結、事故受付等を行い、
  ・ 共水連は、商品開発、引受審査、責任準備金の積立・運用、共済金の支払等を行う。
  ・ 共済金の支払責任は共水連が100％保有。

ＪＦ共済の主な商品

（長期共済） （短期共済）

ひと

終身共済
ひと

乗組員厚生共済

養老共済 団体信用厚生共済

医療共済 いえ 火災共済

漁業者老齢福
祉共済

いえ 生活総合共済

共済掛金・共済金
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（資料２）ＪＦ共済の概要（つづき）

契約の対象 建物、動産

保障期間 ５年、10年、15年、20年（新たに住宅ローンを組む場合25年又は30年選択可）

保障対象
①火災等
②自然災害（風水災等、地震等）

加入限度額
①建物：最大１億円（共済期間により異なる）
②動産：2,000万円

掛金 構造・物件別

○ 生活総合共済（くらし）概要

〇 ＪＦ共済の保障ラインナップ
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生活総合共済（くらし）

共済金支払
（地震等）

地震等によって、建物または家財が全損、半損または一部損となったとき、
家財以外の動産は全損になった場合に地震共済金を支払う

（資料３）ＪＦ共済における建物保障（地震）

対象 お支払いする共済金の額

建物

全損 共済金額×30％

大半損 共済金額×20％

小半損 共済金額×10％

一部損 共済金額×3％

動産(家財)

全損 共済金額×30％

大半損 共済金額×20％

小半損 共済金額×10％

一部損 共済金額×3％

動産(家財以外) 全損 共済金額×30％

対象 判定
①

建物の主要構造部の損害の額
②

建物の焼失もしくは流失した部分の床面積

建物

全損 共済価額の50％以上 延床面積の70％以上

大半損 共済価額の40％以上50％未満 延床面積の50％以上70％未満

小半損 共済価額の20％以上40％未満 延床面積の20％以上50％未満

一部損
共済価額の３％以上で
全損、大半損、小半損に該当しないこと

-

対象 判定 損害の額

動産(家財)

全損 共済価額の80％以上

大半損 共済価額の60％以上80％未満

小半損 共済価額の30％以上60％未満

一部損 共済価額の10％以上30％未満

動産(家財以外) 全損 共済価額の80％以上

【建物】損害の状況の判定基準 ※以下①②のいずれかを満たすとき 【動産】損害の状況の判定基準

※共済価額は、共済の目的である建物または動産を金銭に評価した額のことです。 37



（資料４）ＪＦ共済に係る財務の健全性基準と監督体制

漁業協同組合（共済事業実施組合）

【618組合】
全国共済水産業協同組合連合会

（共水連）

都道府県知事 農林水産大臣

共同事業契約

監督 監督技術的助言
（監督指針）

地域レベル

監督体制

(注)ＪＦ共済における支払余力比率の算定の考え方は、基本的には保険
業法におけるソルベンシー・マージン比率の算定に沿った内容と
なっている。

○ 支払余力比率とは、通常の予測を超えて発生するリスク（大規模災害による共済金支払
いの急増等）に対応するため、どのくらいの支払余力（自己資本や各種準備金等）を備え
ているか判断するための経営指標の１つ。

○ 支払余力比率が200％を下回った場合には、行政庁により経営の健全性の回復を図るた
めの措置が実行される。

支払余力の総額
≧ 200％

リスクの総額 × １/ ２

【早期是正命令の内容】

区分
支払余力
比率

措置の概要

第１区分
100%以上
200%未満

経営改善計画の提出及び実行

第２区分
0%以上
100%未満

配当・役員賞与の禁止、割戻
しの禁止又は抑制、掛金の計
算方法の変更、事業費の抑制、
一部の従たる事務所の廃止、
子会社等の株式の処分等

第３区分 0%未満 業務の全部又は一部の停止

全国レベル

（支払余力） （リスク）

１ 純資産の部の合計
２ 価格変動準備金
３ 異常危険準備金 等

１ 共済リスク
２ 予定利率リスク
３ 資産運用リスク
４ 経営管理リスク
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消費者生活協同組合
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（参考）消費生活協同組合（生協）の歴史について

協

同

組

合

農業協同組合

労働者協同組合 等

共済事業
（事業実施組合数106組合）

生命共済

火災・自然災害共済
（事業実施組合数31組合）
（※）令和７年11月現在30組合

自動車共済 等

共同購入

店舗供給 等

食堂・喫茶 等

病院・診療所

介護・障害者福祉

供給・利用事業

（事業実施組合数578組合）

医療事業

（事業実施組合数111組合）

福祉事業
（事業実施組合数171組合）

○組合数 897組合

【生協種別】

地域生協 425組合

職域生協 396組合

連合会  76組合

【所管別】

厚生労働大臣  56組合（※）

（※）令和７年10月末に１生協（日ピス生協）解散

都道府県知事 841組合

○組合員数 6,935万人（延べ組合員数）

地域生協 6,182万人

職域生協 754万人

資料：厚生労働省社会・援護局「令和6年度消費生活協同組合（連合会）実態調査」
（調査年度は令和６年４月１日の属する事業年度）

漁業協同組合

中小企業等協同組合

消費生活協同組合

※ 事業実施組合数は、実際に事業を実施している組合数であるため、
複数事業を実施している場合は、各事業ごとに計上している。

消費生活協同組合の事業の種類と現状

※ 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において
合計と一致しない場合がある。
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No

1 札幌市民共済生活協同組合

2 群馬県共済生活協同組合

3 横浜市民共済生活協同組合

4 新潟市火災共済生活協同組合

5 金沢市民共済生活協同組合

6 愛知県共済生活協同組合

7 名古屋市民火災共済生活協同組合

8 京都市民共済生活協同組合

9 大阪市民共済生活協同組合

10 神戸市民生活協同組合

11 尼崎市民共済生活協同組合

12 姫路市民共済生活協同組合

13 西宮市民共済生活協同組合

14 福岡県民火災共済生活協同組合

No

15 電気通信産業労働者共済生活協同組合

16 教職員共済生活協同組合

17 全国郵便局長生活協同組合

18 全国酒販生活協同組合

19 全国たばこ販売生活協同組合

20 全国町村職員生活協同組合

21 生活協同組合全国都市職員災害共済会

22 警察職員生活協同組合

23 全国電機販売生活協同組合

24 防衛省職員生活協同組合

25 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合
（令和７年11月現在全労済に契約移転）

26 生活協同組合 全日本消防人共済会

27 全国共済生活協同組合連合会

28 全国労働者共済生活協同組合連合会

29 全国生活協同組合連合会

30 全国電力生活協同組合連合会

31 日本コープ共済生活協同組合連合会

火災・自然災害共済事業実施組合一覧（３１組合）

厚生労働省所管生協（17組合）都道府県所管生協(14組合)

※1 令和６年度消費生活協同組合（連合会）実態調査
※2 火災のみで自然災害は補償の対象としない組合も含む 41



全国労働者共済生活協同組合連合会の組織について

○ 都道府県の区域ごとに設立された地域の勤労者を主体とする共済生協
＝４７会員

○ 都道府県の区域を超えて設立された職域による労働者を主体とする共済生協
＝８会員

北海道労済 青森労済 岩手労済 宮城労済 秋田労済 山形労済

福島労済生協 茨城労済 栃木労済 群馬県労生協 埼玉労済 千葉労済

東京労済 神奈川労済 新潟県総合生協 長野労済 山梨労済生協 静岡労災

富山労済 石川労済 福井労済 愛知労済 岐阜労済 三重労済

滋賀労済 奈良労済 京都労済 大阪労済 和歌山労済 兵庫労済

島根労済 鳥取共済 岡山労済生協 広島労済 山口県共済生協 徳島県共済生協

香川労済 愛媛共済 高知労済 福岡労済 佐賀労済 長崎県労生協

熊本労済 大分県総合生協 宮崎共済 鹿児島県労済生協 沖縄県共済

全国交運共済
生協

森林労連共済 全たばこ生協 自治労共済 全水道共済 ＪＰ共済生協 電通共済生協 教職員共済

○ 生協連合会
＝３会員

日本再共済連 日本生協連 コープ共済連

全
国
労
働
者
共
済
生
活
協
同
組
合
連
合
会
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全国生活協同組合連合会の組織について

○ 都道府県の区域ごとに設立された地域の共済生協
＝４７会員

○ 都道府県の区域を超えて設立された職域による労働者を主体とする生協
＝３会員

北海道民共済 青森県民共済 岩手県民共済 宮城県民共済 秋田県民共済 山形県民共済

福島県民共済 茨城県民共済 栃木県民共済 群馬県民共済 埼玉県民共済 千葉県民共済

東京都民共済 全国共済神奈川 新潟県民共済 長野県民共済 山梨県民共済 静岡県民共済

富山県民共済 石川県民共済 福井県民共済 県民共済愛知 岐阜県民共済 三重県民共済

滋賀県民共済 奈良県民共済 京都府民共済 大阪府民共済 和歌山県民共済 兵庫県民共済

島根県民共済 鳥取県民共済 岡山県民共済 広島県民共済 山口県民共済 徳島県民共済

香川県民共済 愛媛県民共済 高知県民共済 福岡県民共済 佐賀県民共済 長崎県民共済

熊本県民共済 大分県民共済 宮崎県民共済 鹿児島県民共済 沖縄県民共済

日本ピストンリング生活協同組合 東電生活協同組合 JAL生活協同組合

○ その他の地域生協
＝１会員

埼玉県勤労者生活協同組合

全
国
生
活
協
同
組
合
連
合
会
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日本コープ共済生活協同組合連合会の組織について

○ 都道府県の区域内に設立された地域及び職域の生協
＝３４８会員

○ 都道府県の区域を超えて設立された職域による労働者を主体とする生協
＝３会員

全日本海員生協 富士フイルム生協 トヨタ生協

○ 生協連合会
＝６会員

生活クラブ共済連 パルシステム共済連 グリーンコープ共済連

全労済 大学生協連 日本生協連

日
本
コ
ー
プ
共
済
生
活
協
同
組
合
連
合
会

44

日本生協連系： コープさっぽろ・コープみらい（埼玉県）・コープいしかわ 等

生活クラブ系： 生活クラブ生活協同組合（北海道）・生活クラブふくしま生活協同組合 等

パルシステム系： 生活協同組合パルシステム福島・生活協同組合パルシステム東京 等

グリーンコープ系： グリーンコープ生活協同組合大阪・グリーンコープ生活協同組合とっとり 等

大学生協系： 室蘭工業大学生活協同組合（北海道）・東京大学生活協同組合 等

その他の地域・職域生協： 青森県庁消費生活協同組合・東京都学校生活協同組合 等



全国共済生活協同組合連合会の組織について

○ 都道府県の区域ごとに設立された地域の共済生協
＝１４会員全

国
共
済
生
活
協
同
組
合
連
合
会
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札幌市民共済生活協同組合 新潟市火災共済生活協同組合  群馬県共済生活協同組合

埼玉県勤労者共済生活協同組合 横浜市民共済生活協同組合 金沢市民共済生活協同組合

愛知県共済生活協同組合  名古屋市民火災共済生活協同組合   大阪市民共済生活協同組合

尼崎市民共済生活協同組合 西宮市民共済生活協同組合 神戸市民生活協同組合

姫路市民共済生活協同組合 福岡県民火災共済生活協同組合



全国電力生活協同組合連合会の組織について

○ 都道府県の区域を超えて設立された職域による労働者を主体とする生協
＝１１会員全

国
電
力
生
活
協
同
組
合
連
合
会
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北海道電力生活協同組合   東北電力生活協同組合   東電生活協同組合

中部電力生活協同組合 北陸電力生活協同組合 関西電力生活協同組合

中国電力生活協同組合 四国電力生活協同組合 九州電力生活協同組合

電源開発生活協同組合 沖縄電力生活協同組合
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